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１．誘導施策 

まちづくり⽅針である「拠点の魅⼒と利便性の向上により働き盛りの⼈々に選ばれるま
ち（なか）へ」を実現するために、課題解決のための誘導⽅針ごとに誘導施策を位置付けま
す。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

施 策 課題解決のための誘導⽅針 
（ストーリー） 

⽅針１ 
ポテンシャ
ルを⽣かし
た魅⼒ある
拠点の形成 

拠
点
の
魅
⼒
と
利
便
性
の
向
上
に
よ
り 

働
き
盛
り
の
⼈
々
に
選
ば
れ
る
ま
ち
︵
な
か
︶
へ 

1-1 利便性の⾼い既
存環境の維持 

⽅針２ 
利便性の⾼
い交通ネッ
トワークの
維持と利⽤
促進 

1-２ 本市の賑わいを
⽣み出す駅周辺の魅⼒
向上 

2-1 拠点間を繋ぐ利
便性の⾼い既存ネット
ワークの維持 

2-2 公共交通の利⽤
促進 

誘導施設の⽴地促進に向けた
⽀援制度の活⽤・検討 

公共施設等の適正な管理 

菊川駅北整備構想の推進 

駅周辺で気軽に⽴ち寄れる場
の創出と回遊性の向上 

菊川駅の交通結節機能の強化 

地域公共交通網形成計画との
連携 

⽅針３ 
各地域の特
性を⽣かし
たメリハリ
ある居住環
境の形成 

3-1 都市のスポンジ
化対策によるまちなか
での利便性の⾼い居住
環境の維持 

若者の移住・定住⽀援の促進 

低・未利⽤地の有効活⽤ 

安全な居住地のための防災対
策の推進 

3-2 産業の振興と郊
外でのゆとりあるライ
フスタイルの維持 

既存集落等の居住のまとまり
の維持とスプロールの防⽌ 

産業の振興と雇⽤の確保 

⽣活や産業を⽀える交通体系
が整った都市の実現 

⽣活道路網の整備による快適
な居住環境の創出 
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（１）都市機能誘導に関する施策 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

誘導⽅針 

  

施 策 

誘導施設の⽴地促進に向けた⽀援制度の活⽤・検討 
・誘導施設の⽴地に向けて、国の⽀援制度等の有効活⽤を検討すると

ともに、誘導施設への市独⾃の⽀援制度についても検討します。 

公共施設等の適正な管理 
・公共施設については、菊川市公共施設等総合管理計画（2017（平成

29）年３⽉）及び個別施設計画に基づき、施設総量の適正化、⻑寿
命化の推進、施設の有効活⽤を図り、必要に応じて保有施設の廃⽌、
複合化、多機能化、集約化、機能変更等の検討にも取り組んでいき
ます。 

・公共施設の跡地等の遊休市有地については、売却または誘導施設へ
の活⽤を検討していきます。 

新規 

継続 

菊川駅北整備構想の推進 
・ＪＲ菊川駅の北側については、

2016（平成 28）年度に策定し
た菊川駅北整備構想を基に、⼟
地利⽤の⽅向性や整備⼿法の
検討を推進していきます。 

・検討の進捗に合わせて、⽤途地
域の⾒直しを⾏うとともに、都
市機能誘導区域、及び居住誘導
区域の⾒直しを検討します。 

駅周辺で気軽に⽴ち寄れる場の創出と回遊性の向上 
・駅周辺で気軽に⽴ち寄れる空間である市役所庁舎東館やポケット

パーク、駅前広場等において、⼦育て世代から⾼齢者まで居⼼地が
よく歩きたくなるまちなかとなるよう、質の⾼い滞留場所、歩⾏空
間の創出を図ります。 

・菊川駅の南北⾃由通路と、コミュニティの拠点となる市役所庁舎東
館を駅周辺の回遊性向上につなげるため、都市機能誘導区域内の
低・未利⽤地、空き店舗等について、駐⾞場の集約化や利⽤権の交
換等を含めた利活⽤により賑わい空間の創出を検討します。 

継続 

新規 

 

⽅
針
１ 

ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
を
⽣
か
し
た
魅
⼒
あ
る
拠
点
の
形
成 

１-

２ 

本
市
の
賑
わ
い
を
⽣
み
出
す
駅
周
辺
の
魅
⼒
向
上 

１-

１ 

利
便
性
の
⾼
い
既
存
環
境
の
維
持 
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（２）交通に関する施策 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

誘導⽅針 

 

施 策 

 

地域公共交通網形成計画との連携 
・本市では、新たな公共交通の施策展開を図るため、2019（令和元）

年に菊川市地域公共交通網形成計画を策定しました。そのため、下
記施策による事業を推進し、居住や都市機能の誘導によるコンパク
トなまちづくりと公共交通の連携によるコンパクト＋ネットワー
クによるまちづくりを進めます。 
【主な施策】 
◆利⽤しやすい公共交通網の形成 

・菊川市コミュニティバスの再編 
・路線バス及び⾃主運⾏バスの維持 
・ＪＲ東海道本線の利⽤促進（菊川駅整備検討、各種イベントの

開催） 
・タクシーの利⽤促進 

◆利⽤しやすい環境整備や⾞両導⼊ 
・交通結節点の機能強化 
・バス停の待合環境の整備 
・利⽤しやすい⾞両（バス・タクシー）整備 

◆分かりやすい公共交通の情報提供 
・運⾏情報提供の充実（公共交通総合マップの作成・配布） 

◆⾼齢者が外出しやすいサービスの提供 
・⾼齢者の外出⽀援制度の導⼊ 

◆商業施設等との連携による公共交通利⽤促進 
・商業施設等との連携サービスの導⼊（割引サービス・企画切符

等の導⼊、おでかけモデルプランの作成、バス停のネーミング
ライツや企業広告等の導⼊） 

◆公共交通の維持・確保に関する意識醸成 
・公共交通利⽤促進活動の実施（路線バス等の乗り⽅教室の開催） 

◆公共交通の輸送を担う⼈材確保 
・運転⼿の確保策の実施（バス・タクシー運転⼿の確保策の実施） 

 

継続 

菊川駅の交通結節機能の強化 
・菊川駅の南北⾃由通路と北⼝駅前広場の整備について、早期整備に

向けた関係機関との協議・検討を推進します。 

継続 

⽣活や産業を⽀える交通体系が整った都市の実現 
・近隣市とのネットワークや交流軸を形成するため、本市の都市拠点

をつなぎ、⾻格を形成する最も重要な幹線道路として位置付けられ
る県道掛川浜岡線バイパスの整備や中央公⺠館周辺の都市拠点と
周辺都市を結ぶ（都）⻘葉通り嶺⽥線などの幹線道路の整備を推進
していきます。 

継続 

⽅
針
２ 

利
便
性
の
⾼
い
交
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
維
持
と
利
⽤
促
進 

２-

１ 

拠
点
間
を
繋
ぐ
利
便
性
の
⾼
い
既
存
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
維
持 
２-

２ 

公
共
交
通
の
利
⽤
促
進 
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（３）居住誘導に関する施策 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

若者の移住・定住⽀援の促進 
・若い世代の居住を誘導するため、現在実施している「若者世帯定住

促進補助⾦」の継続を検討するとともに、居住誘導区域内での嵩上
⽀援について検討します。 

・⼦育て世代や居住誘導区域内の住宅取得を推進するため、住宅⾦融
⽀援機構と連携し、住宅ローンの⾦利を引き下げられるフラット
35 が利⽤できるような体制づくりを検討します。 
フラット 35 
⼦育て⽀援型 

●若年⼦育て世帯が住宅を取得する場合 等 

フラット 35 
地域活性化型 

●居住誘導区域外から居住誘導区域内に移住する際に
住宅を取得する場合 等 

 

拡充 

誘導⽅針 

 

施 策 

 

低・未利⽤地の有効活⽤ 
・管理が不適切な特定空家等の除却を推進するとともに、空き地・空

き家等の低・未利⽤⼟地が時間的、空間的にランダムに発⽣する都
市のスポンジ化問題に対応するため、居住誘導区域内の空き家・空
き地の活⽤を推進します。活⽤にあたっては、都市再⽣特別措置法
により創設された、複数の⼟地や建物に⼀括して利⽤権等を設定す
る「低未利⽤⼟地権利設定等促進計画制度」や、協働で広場等を整
備・管理する「⽴地誘導促進施設協定制度」等の活⽤を検討します。 
①低・未利⽤地の有効活⽤と適正管理のための指針等 

利⽤指針 
地域交流及び地域振興、障害者⽀援、⾼齢者⽀援、地域型
保育、農業振興、商⼯業振興など、地域の課題に対応する
利活⽤を推奨するとともに、居住環境整備のための敷地統
廃合等による利⽤を推奨すること 

管理指針 空き家・空き地において、定期的な除草や、不法投棄等を
予防するための適切な措置を講じ、適切な管理を⾏うこと 

低 未 利 ⽤
⼟ 地 権 利
設 定 等 促
進 事 業 区
域 

【区域】都市機能誘導区域⼜は居住誘導区域 
【促進すべき権利設定等の種類】地上権、賃借権、所有権

等 
【⽴地を誘導すべき誘導施設等】都市機能誘導区域におけ

る誘導施設、居住誘導区域における住宅 等 

②⽴地誘導促進施設協定に関する事項 
【⽴地誘導促進施設の⼀体的な整備⼜は管理が必要となると認められ

る区域】 
都市機能誘導区域⼜は居住誘導区域 

【⽴地誘導促進施設の⼀体的な整備⼜は管理に関する事項】 
居住者等の利便を増進し、良好な市街地環境を確保するために、区

域内の⼀団の⼟地の所有者及び借地権者等を有する者は、以下の施
設の⼀体的な整備⼜は管理を適切に⾏うこととする。 
《種類》広場、広告塔、並⽊など、居住者、来訪者⼜は滞在者の利便

の増進に寄与する施設等であって、居住誘導区域にあって
は住宅の、都市機能誘導区域にあっては誘導施設の⽴地の
誘導の促進に資するもの 

拡充 

⽅
針
３ 

各
地
域
の
特
性
を
⽣
か
し
た
メ
リ
ハ
リ
あ
る
居
住
環
境
の
形
成 
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環
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の
維
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安全な居住地のための防災対策の推進 
・居住誘導区域内において、被害想定等の周知を⾏い、併せて被害を

回避あるいは最⼩限とするための知識の普及を⾏うなどの、市⺠等
の意識啓発を図ります。 

・上本所地区をはじめ、菊川⽔系の河川において、国による河川改修
を促進します。 

・居住誘導区域内において、安全な避難路、避難地の確保、家屋の耐
震化を推進します。 

継続 

誘導⽅針 

 

施 策 

既存集落等の居住のまとまりの維持とスプロールの防⽌ 
・本市は⾮線引きであり、⽤途地域外にも多くの⼈が居住しているこ

とから、郊外部の拠点となっている地域や農村集落等を維持してい
くことも重要です。そこで、本計画では居住誘導区域としての位置
付けは⾏わないものの、菊川市都市計画マスタープラン等に基づ
き、住環境の維持・形成に向けた取組を今後も進めていきます。 

・都市の⾻格構造で「地域活動拠点」に位置付けた各拠点については、
地域⽣活圏における交流の場、コミュニティ活動の場として維持し
ていくため、都市拠点や多⽬的複合拠点とネットワーク化しアクセ
ス性の向上を図ります。 

産業の振興と雇⽤の確保 
・半済、⾚⼟・嶺⽥地内の⼯業専⽤地域については、未利⽤地の有効

利⽤を促進し、加茂・⻄⽅地内の⼯業地域及び⼯業専⽤地域周辺に
ついては、新たな⼯業⽤地の確保を検討します。 

・農業振興地域内において、農業の振興を図ります。本計画の届け出
制度により、その他の地域においても、農地や⾃然環境との調和を
図りながら無秩序な宅地の拡⼤を抑制します。 

継続 

継続 

 
 

⽣活道路網の整備による快適な居住環境の創出 
・地域におけるさまざまな活動や地域外との交流・連携を促進する交

通環境を形成するため、潮海寺地区の狭隘道路整備事業を推進して
いきます。 

継続 

⽅
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３ 

各
地
域
の
特
性
を
⽣
か
し
た
メ
リ
ハ
リ
あ
る
居
住
環
境
の
形
成 

︵
３-

１
︶ 

３-

２ 

産
業
の
振
興
と
郊
外
で
の
ゆ
と
り
あ
る
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
維
持 


